
雑草や樹木の適正管理

　雑草や樹木が繁茂すると、
蜂などの虫の発生、隣接地や
道路への越境などの問題が起
こります。また、周囲からの
見通しが悪くなることで、交
通事故の原因となったり、ご
みの不法投棄を誘発したりす
るなど、近隣の方に迷惑がか
かる場合があります。
　市内に土地を所有している
方は、所有者の責任として定
期的な除草や清掃などを行い、
適正に管理するようお願いし
ます。

不用品リサイクル情報（無償提供）

　市では、不用品リサイクル情報を提供しています。「譲りたい」品物
と「譲ってほしい」品物が一致した場合、相手方の氏名や連絡先など
を環境課からお知らせします。その後はご本人同士で話し合いのうえ、
譲り渡しを行ってください。
〈譲りたい〉
　ランドセル（黒）、キャスター付きホワイトボード（片面五線譜）
〈譲ってほしい〉
　ノートPC（Win10以降）、液晶テレビ（大型）、介護用歩行器、南河
内第二中学校男子制服、車椅子（大人用）

　特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被
害拡大防止のため、被害木の伐採、切断、運搬
などを業者に委託した場合の経費を予算の範囲
内において一部補助します。伐採後の申請は受
け付けられませんので、補助金を利用する際は、
必ず事前に環境課へお問い合わせください。
■補助対象　被害木の伐採、切断、チップ化、
くん蒸、運搬などにかかる費用
※次の経費は、補助の対象外です。
•所有者などが自ら作業を実施した際に生じた
費用
•くん蒸または長辺2センチメートル以下の
チップ化処理後の運搬費用

クビアカツヤカミキリ被害木伐採費補助金

小山広域保健衛生組合ごみ処理施設の
休日開場日の変更
　11月9日㈯に小山総合運動公園にてイベントが
開催され、来場者による混雑の影響が予想される
ため、ごみ処理施設の休日開場日が変更になりま
す。9日は直接搬入ができませんので、ご注意く
ださい。
■休日開場日
　変更前　11月9日㈯
　変更後　11月16日㈯
■対象施設　中央清掃センター、リサイクルセン
ター、南部清掃センター

もやすしかないごみを出す際の注意点

肌着や下着
　ごみとして出す際に気になるようであれば、細
かく裁断してください。紙袋などを目隠しとして
出されると分別状況が確認できず回収されない場
合があります。
中綿・ダウン入りの衣類
　衣類として再資源化できないため、燃やすごみ
として出してください。
※ごみ捨て場からの廃棄物の持ち出しは犯罪です。

■対象者
　市内の被害木を所有または管理する個人で、市税
に滞納がない方（農業経営のための果樹園を所有また
は管理する方は、補助対象外）
■補助金額
　伐採等経費の6分の5で、上限25万円（1,000円未満
切り捨て）
■申請期限
　令和7年1月31日㈮
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